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(57)【要約】
【課題】トレイに排出されたシートの先端が制止されて
シートのジャムが発生することを防止することができる
シート搬送装置、及びこのシート搬送装置を備える画像
記録装置の提供。
【解決手段】記録用紙１３７は、搬送部３０によって排
紙トレイ２１上に排出方向１７へ排出される。排紙トレ
イ２１に排出された記録用紙１３７の先端より排出方向
１７の上流側には、排紙トレイ２１から上方へ突出する
ストッパ６２が設けられている。排紙トレイ２１におけ
るストッパ６２より排出方向１７の上流側には、凸部９
０が設けられている。記録用紙１３７の先端は、凸部９
０によって幅方向１６の断面が下方へ膨らんだ湾曲形状
に撓まされる。記録用紙１３７は、このように先端が湾
曲形状に撓まされた状態でストッパ６２へ送られる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートを担持する第１トレイと、
　上記第１トレイ上にシートを所定の排出方向へ排出する搬送部と、
　上記第１トレイにおいて、排出されたシートの先端より上記排出方向の上流側に設けら
れて、当該第１トレイから上方へ突出するストッパと、
　上記第１トレイにおいて、上記ストッパより上記排出方向の上流側に設けられて、シー
トを、上記排出方向と交差する方向の断面を下方へ膨らんだ湾曲形状に撓ませるガイドと
、を備えるシート搬送装置。
【請求項２】
　上記ストッパは、シートの先端のうち上記湾曲形状の中央部に対して両側となる位置と
当接する当接部と、当該中央部と当接しない非当接部と、を有する請求項１に記載のシー
ト搬送装置。
【請求項３】
　上記ストッパは、上記シートの先端を上記当接部へ案内するガイド面を有する請求項２
に記載のシート搬送装置。
【請求項４】
　上記ガイド面は、湾曲面である請求項３に記載のシート搬送装置。
【請求項５】
　上記ガイドは、シートの先端のうち上記湾曲形状の中央部に対して両端部となる位置に
対応する上記第１トレイの上面から上方へ突出されたものである請求項１から４のいずれ
かに記載のシート搬送装置。
【請求項６】
　上記シートは矩形のものであり、
　上記ガイドは、上記排出方向と交差する方向において、排出後に先端が上記ストッパに
当接される第１サイズのシートの両側縁よりも外側であって、当該第１サイズよりも大き
く、排出中に先端が上記ストッパに当接される第２サイズのシートの両側縁よりも内側に
対応する位置に設けられている請求項５に記載のシート搬送装置。
【請求項７】
　上記ガイドは、上記排出方向へ延出されている請求項５又は６に記載のシート搬送装置
。
【請求項８】
　上記ガイドは、上記第１トレイの上面が下方へ凹むように湾曲されたものである請求項
１から４のいずれかに記載のシート搬送装置。
【請求項９】
　上記ストッパは、上記排出方向に対して移動可能に構成されている請求項１から８のい
ずれかに記載のシート搬送装置。
【請求項１０】
　上記ストッパは、上記第１トレイにおける上記排出方向の下流側端部に設けられており
、
　上記第１トレイは、上記排出方向に対して伸縮可能に構成されている請求項９に記載の
シート搬送装置。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれかに記載のシート搬送装置と、
　サイズが相異なる複数種のシートを保持可能に構成され、当該複数種のうちのいずれか
のシートを保持する第２トレイと、
　所定の搬送路に設けられた上記搬送部へシートを供給する供給部と、
　上記搬送部によって上記搬送路に沿って搬送されるシートに画像を記録する記録部と、
を備える画像記録装置。
【請求項１２】
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　上記第２トレイに保持されたシートと異なるサイズのシートを保持する第３トレイを備
え、
　上記供給部は、上記第２トレイ又は上記第３トレイから上記搬送部へシートを供給する
請求項１１に記載の画像記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シートを搬送してトレイ上に排出するシート搬送装置、及びそのシート搬送
装置を備える画像記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動原稿搬送装置（ＡＤＦ）を備える画像読取装置では、原稿トレイに載置された原稿
が搬送路に沿って搬送され、その搬送過程で原稿の画像が読み取られる。この原稿は、搬
送路から排紙トレイに排出される。特許文献１に記載の画像読取装置は、排紙トレイの上
面に引き寄せ部材及びリブが設けられている。リブは、排紙トレイの上面から上方へ垂直
に起立しており、原稿の排出方向へ延出されている。引き寄せ部材は、原稿の排出方向を
長手方向とする板状部材であって、排出方向の上流側の端部にエンドフェンス部が設けら
れており、排出方向の下流側の端部に摘み部が設けられている。排紙トレイに原稿が排出
された後、ユーザが摘み部を摘んで引き寄せ部材を手前側にスライドさせる。これにより
、原稿の後端がエンドフェンス部に当接され、リブに沿って原稿が手前側へ引き出される
。
【０００３】
　特許文献２には、画像記録後の記録用紙をステープル処理して排出する後処理装置が開
示されている。この後処理装置は、記録用紙が排出される排紙トレイに一対の凸部材が設
けられている。凸部材は、排紙ローラによって排出される用紙束の先端縁が垂れ下がって
きてまず接触する位置を含むように、排紙トレイの上面に設けられている。この凸部材は
、用紙束の排出方向へ延びる排紙トレイの中心線へ向けてなだらかに下降する傾斜面を有
している。用紙束が凸部材の傾斜面に沿って搬送されることにより、用紙束の先端側が若
干湾曲し、コシがついて丸まりにくくなる。
【０００４】
　インクジェットプリンタなどの従来の画像記録装置は、給紙カセットを備える。この給
紙カセットは、給紙トレイと排紙トレイとが給紙トレイを下側として上下２段に設けられ
てなる。給紙トレイ及び排紙トレイは、複数サイズの記録用紙が載置されるように、記録
用紙の搬送方向へ伸縮可能に構成されている。排紙トレイには、排紙トレイに排出された
記録用紙の先端を支持する延長トレイが設けられている。延長トレイは、排紙トレイの搬
送方向の下流側端部に設けられており、排紙トレイの上面よりも上側へ突出するように設
けられている。排紙トレイに排出された記録用紙は、その先端が延長トレイに支持される
ことにより排紙トレイからの落下が防止される。
【０００５】
【特許文献１】特開平６－２４７６０８号公報
【特許文献２】特開平１０－３１６２９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　図１５は、従来の給紙カセット１４９の外観形状を示す斜視図であり、排紙トレイ１４
４に排出された記録用紙１３７の先端がストッパ１４８に制止された状態を示す。給紙カ
セット１４９を備える画像記録装置では、例えば、ストッパ１４８が排出方向に対して移
動可能に構成されていたり、或いは、先端がストッパ１４８よりも排出方向の下流側へ到
達する長さの記録用紙が排出されることにより、図１５に示されるように、排出中の記録
用紙１３７の先端がストッパ１４８に制止されてしまい、記録用紙１３７のジャムが発生
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するおそれがあった。このような問題は、スキャナにおける原稿の搬送手段として用いら
れるシート搬送装置においても起こり得る。
【０００７】
　本発明は、かかる問題に鑑みてなされたものであり、トレイに排出されたシートの先端
が制止されてシートのジャムが発生することを防止することができるシート搬送装置、及
びこのシート搬送装置を備える画像記録装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　(1)　本発明に係るシート搬送装置は、第１トレイと、搬送部と、ストッパと、ガイド
と、を備える。第１トレイは、シートを担持する。搬送部は、上記第１トレイ上にシート
を所定の排出方向へ排出する。ストッパは、上記第１トレイにおいて、排出されたシート
の先端より上記排出方向の上流側に設けられており、当該第１トレイから上方へ突出する
。ガイドは、上記第１トレイにおいて、上記ストッパより上記排出方向の上流側に設けら
れている。ガイドは、シートを、上記排出方向と交差する方向の断面を下方へ膨らんだ湾
曲形状に撓ませる。
【０００９】
　ストッパは、第１トレイに排出されたシートの先端を制止するものである。このストッ
パによって、第１トレイからのシートの落下が防止される。第１トレイに排出されるシー
トの排出方向における長さと、排出方向におけるストッパの位置との関係によって、排出
されたシートの先端よりも排出方向の上流側にストッパが設けられた状態でシートが第１
トレイに排出されることがある。この場合、シートは、その先端がストッパに当接した状
態で排出方向へさらに送られることとなる。第１トレイには、ストッパよりも排出方向の
上流側にガイドが設けられている。シートが第１トレイのガイドに沿って排出されると、
シートの先端は、その両縁部に対して中央部が下方へ膨らんだ湾曲形状に撓まされる。こ
れにより、シートのコシが強くなって排出方向に対してシートが撓みにくくなるので、シ
ートの先端がストッパに当接しても撓むことなくストッパを乗り越える。その結果、シー
トのジャムの発生が防止される。なお、本発明のシート搬送装置は、画像記録に使用され
るシート状の被記録媒体を搬送するシート搬送装置や、スキャナにおいて原稿を搬送する
自動原稿搬送装置に適用される。
【００１０】
　(2)　上記ストッパは、シートの先端のうち上記湾曲形状の中央部に対して両側となる
位置と当接する当接部と、当該中央部と当接しない非当接部と、を有することが好ましい
。
【００１１】
　シートがガイドに沿って排出されることにより、シートの先端は、湾曲形状の中央部の
コシが最も強くなり、両側のコシは中央部に比べて弱い。シートの先端は、非当接部によ
ってコシが強い中央部がストッパに当接されず、中央部に比べてコシが弱い両側がストッ
パの当接部に当接される。このため、シートの先端がストッパに制止されることなくスト
ッパを乗り越え、シートの先端がストッパよりも排出方向の下流側へ送られる。
【００１２】
　(3)　上記ストッパは、上記シートの先端を上記当接部へ案内するガイド面を有してい
てもよい。
【００１３】
　これにより、シートの先端がストッパを乗り越えやすくなる。
【００１４】
　(4)　上記ガイド面は、湾曲面であることが好ましい。
【００１５】
　これにより、シートの先端がストッパをより乗り越えやすくなる。
【００１６】
　(5)　上記ガイドは、シートの先端のうち上記湾曲形状の中央部に対して両端部となる
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位置に対応する上記第１トレイの上面から上方へ突出されたものであってもよい。
【００１７】
　上記構成により、シートの先端は、ガイドと、第１トレイの上面とによって上記湾曲形
状に撓まされる。
【００１８】
　(6)　上記シートは矩形のものであり、上記ガイドは、上記排出方向と交差する方向に
おいて、排出後に先端が上記ストッパに当接される第１サイズのシートの両側縁よりも外
側であって、当該第１サイズよりも大きく、排出中に先端が上記ストッパに当接される第
２サイズのシートの両側縁よりも内側に対応する位置に設けられていることが好ましい。
【００１９】
　第１サイズのシートが第１トレイに排出されると、そのシートは、第１トレイの上面に
担持されるとともに、その先端がストッパによって制止される。このシートは、第１サイ
ズであるので、ガイドによって撓まされない。第２サイズのシートは、搬送中にその先端
がストッパに当接される。このため、第２サイズのシートは、その先端がストッパに当接
したまま搬送部からの搬送力を受けて第１トレイに排出される。このシートは、第２サイ
ズであるので、ガイドによって上記湾曲形状に撓まされ、その先端がストッパを乗り越え
る。したがって、ジャムを引き起こすおそれのあるサイズのシートのみが、その先端が下
方へ膨らんだ湾曲形状に撓まされてジャムの発生が防止される。
【００２０】
　(7)　上記ガイドは、上記排出方向へ延出されていることが好ましい。
【００２１】
　これにより、排出方向へのシートのコシが強くなり、その結果、シートの先端がストッ
パを乗り越えやすくなる。
【００２２】
　(8)　上記ガイドは、上記第１トレイの上面が下方へ凹むように湾曲されたものであっ
てもよい。
【００２３】
　シートは、ガイドに沿って排出されることにより、その先端が下方へ膨らんだ湾曲形状
に撓まされる。
【００２４】
　(9)　上記ストッパは、上記排出方向に対して移動可能に構成されていてもよい。
【００２５】
　ストッパは、通常、第１トレイに排出されるシートの排出方向の長さに応じた位置に配
置される。この場合、シートは、その先端がストッパに当接された状態で第１トレイに保
持される。第１トレイに排出されたシートの先端よりもストッパが排出方向の上流側に配
置されている場合、シートは、その先端がストッパに当接した状態から搬送部によってさ
らに送られることとなる。本発明は、このような構成に好適である。
【００２６】
　(10)　上記ストッパは、上記第１トレイにおける上記排出方向の下流側端部に設けられ
ており、上記第１トレイは、上記排出方向に対して伸縮可能に構成されていてもよい。
【００２７】
　第１トレイを伸縮させることにより、排出方向に対してストッパが移動される。
【００２８】
　(11)　また、本発明に係る画像記録装置は、上記シート搬送装置と、サイズが相異なる
複数種のシートを保持可能に構成され、当該複数種のうちのいずれかのシートを保持する
第２トレイと、所定の搬送路に設けられた上記搬送部へシートを供給する供給部と、上記
搬送部によって上記搬送路に沿って搬送されるシートに画像を記録する記録部と、を備え
る。
【００２９】
　(12)　上記第２トレイに保持されたシートと異なるサイズのシートを保持する第３トレ



(6) JP 2009-83992 A 2009.4.23

10

20

30

40

50

イを備え、上記供給部は、上記第２トレイ又は上記第３トレイから上記搬送部へシートを
供給するものでもよい。
【００３０】
　例えば、第２トレイから供給されるシートに応じた位置にストッパが配置されている場
合、このシートよりも大きいサイズのシートが第３トレイから供給されると、シートの先
端がストッパに当接した状態でシートがさらに搬送されることとなる。本発明は、このよ
うな構成に好適である。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、ストッパがシート長さより短い位置にある場合でも、排出されたシー
トの先端がストッパによって制止されることなくストッパを乗り越えるので、シートのジ
ャムの発生を防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、適宜図面が参照されて、本発明の好ましい実施形態が説明される。なお、本実施
形態は本発明の一例にすぎず、本発明の要旨を変更しない範囲で適宜変更され得る。
【００３３】
　まず、本発明の画像記録装置の一実施形態に係るインクジェットプリンタ（以下「プリ
ンタ」と略称する。）１００の構成及び動作について説明する。
【００３４】
［図面の説明］
　図１は、プリンタ１００の外観形状を示す斜視図であり、上段トレイ２０にＡ４サイズ
の記録用紙が保持され、下段トレイ１４０にＡ３サイズの記録用紙が保持されている状態
を示す。図２は、プリンタ１００の内部構造を示す模式図である。図３は、給紙カセット
１０の外観形状を示す斜視図であり、排紙トレイ２１から延長トレイ６０が引き出された
状態を示す。図４は、給紙カセット１０の外観形状を示す斜視図であり、給紙カセット１
０が伸張された状態を示す。図５は、給紙カセット１０の外観形状を示す斜視図であり、
排紙トレイ２１が上段トレイ２０の先端２９側へ回動された状態を示す。図６は、図３に
おけるVI部の拡大図である。図７は、排出方向１７の上流側から見た排紙トレイ２１の正
面図である。図８は、排出方向１７の上流側から見た排紙トレイ２１の正面図であり、（
Ａ）はＡ５サイズの記録用紙１２８が担持された状態を示し、（Ｂ）はＡ４サイズの記録
用紙１３５が担持された状態を示し、（Ｃ）はＡ３サイズの記録用紙１３７が担持された
状態を示す。図９は、給紙カセット１０の外観形状を示す斜視図であり、排紙トレイ２１
にＡ４サイズの記録用紙１３５が排出された状態を示す。図１０は、給紙カセット１０の
外観形状を示す斜視図であり、排紙トレイ２１にＡ３サイズの記録用紙１３７が排出され
た状態を示す。図１１は、拡張トレイ９６の上面９３に湾曲面１２６が設けられている排
紙トレイ２１の正面図である。図１２は、延長トレイ６０の拡大斜視図であり、突片６７
の間に凹部７９が設けられているガイド板６３を示す。図１３は、延長トレイ６０の拡大
斜視図であり、突片６７の間に湾曲部８２が設けられているガイド板６３を示す。図１４
は、延長トレイ６０の拡大斜視図であり、ガイド面５８が湾曲されているガイド板６３を
示す。なお、プリンタ１００は、その上側に原稿の画像を読み取るスキャナ等を備える複
合機であるが、本実施形態においてはスキャナが省略されている。
【００３５】
［プリンタ１００の概略構成］
　プリンタ１００は、図１に示されるように、高さより横幅及び奥行きが大きい幅広薄型
の概ね直方体形状に形成されている。プリンタ１００は、本発明のシート搬送装置が搭載
されたインクジェットプリンタである。本実施形態においては、排紙トレイ２１（本発明
の第１トレイの一例）、搬送部３０、ストッパ６２、及び凸部９０が本発明のシート搬送
装置に相当する。プリンタ１００は、その正面１０２側に開口１０５を有する。給紙カセ
ット１０（図３及び図４参照）及び下段トレイ１４０（本発明の第３トレイの一例、図１
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参照）は、この開口を通じて挿入方向１０６へ挿し込まれてプリンタ１００に装着される
（図１参照）。これにより、上段トレイ２０（本発明の第２トレイの一例）に保持された
記録用紙（本発明のシートの一例）、又は下段トレイ１４０に保持された記録用紙がプリ
ンタ１００へ供給可能となる。給紙カセット１０及び下段トレイ１４０は、開口を通じて
引出方向１０８へ引き出されることによって、プリンタ１００から取り出される。これに
より、上段トレイ２０や下段トレイ１４０への記録用紙の補充が可能となる。本実施形態
においては、上段トレイ２０及び下段トレイ１４０には、定形サイズの矩形の記録用紙が
収容される。
【００３６】
　給紙カセット１０は、上段トレイ２０及び排紙トレイ２１が一体に構成されており、上
段トレイ２０の上側に排紙トレイ２１が配置されている。上段トレイ２０及び下段トレイ
１４０は、画像記録に使用される記録用紙を保持するものである。このプリンタ１００で
は、上段トレイ２０又は下段トレイ１４０からプリンタ１００内へ記録用紙が選択的に供
給されて画像記録が行われる。この画像記録後の記録用紙は、開口１０５内に胴内排出さ
れて排紙トレイ２１に担持される。
【００３７】
　給紙カセット１０がプリンタ１００に装着されると、図２に示されるように、上段トレ
イ２０の傾斜板２２が第１搬送路４３（本発明の搬送路の一例）の下方に配置される。傾
斜板２２は、プリンタ１００の装置背面側（図２における右側）へ倒れるように傾斜して
いる。上段トレイ２０に保持された記録用紙は、この傾斜板２２に沿って上方へ案内され
て、第１搬送路４３へ供給される。第１搬送路４３は上段トレイ２０から供給された記録
用紙が搬送される経路であり、湾曲状に形成されている。
【００３８】
　下段トレイ１４０がプリンタ１００に装着されると、下段トレイ１４０の傾斜板４２が
第２搬送路４４（本発明の搬送路の一例）の下方に配置される。傾斜板４２は、プリンタ
１００の装置背面側（図２における右側）へ倒れるように傾斜している。下段トレイ１４
０に保持された記録用紙は、この傾斜板４２に沿って上方へ案内されて、第２搬送路４４
へ供給される。第２搬送路４４は下段トレイ１４０から供給された記録用紙が搬送される
経路であり、湾曲状に形成されている。
【００３９】
　第１搬送路４３及び第２搬送路４４は、第３搬送路２３（本発明の搬送路の一例）に連
結されている。第３搬送路２３は、第１搬送路４３又は第２搬送路４４に沿って搬送され
た記録用紙が搬送される経路であり、装置背面側（図２における右側）から排紙トレイ２
１まで延出されている。
【００４０】
　供給部３１は、不図示のモータによって選択的に回転駆動される第１給紙ローラ２５及
び第２給紙ローラ４５を有する。第１給紙ローラ２５は、上段トレイ２０に保持されてい
る記録用紙を第１搬送路４３及び第３搬送路２３へ供給するものである。第２給紙ローラ
４５は、下段トレイ１４０に保持されている記録用紙を第２搬送路４４及び第３搬送路２
３へ供給するものである。
【００４１】
　給紙カセット１０がプリンタ１００に装着されると、図２に示されるように、上段トレ
イ２０の上側に第１給紙ローラ２５が配置される。プリンタ１００の図示しないフレーム
に支持された軸２８にアーム２６が回動可能に設けられている。第１給紙ローラ２５は、
このアーム２６の先端に回転可能に支持されている。アーム２６は、自重によって或いは
バネ等による弾性力を受けて上段トレイ２０側へ回動付勢されている。軸２８及びアーム
２６に設けられた動力伝達機構（不図示）を介して、モータ（不図示）の駆動力が第１給
紙ローラ２５へ伝達される。第１給紙ローラ２５が上段トレイ２０上の記録用紙に当接し
た状態で上記駆動力が第１給紙ローラ２５に伝達されると、上段トレイ２０に保持されて
いる最上位置の記録用紙が第１給紙ローラ２５によって取り出されて、第１搬送路４３及
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び第２搬送路４４へ供給される。なお、給紙カセット１０が開口を通じてプリンタ１００
に対して挿抜される際には、アーム２６及び第１給紙ローラ２５が上側に退避される。
【００４２】
　下段トレイ１４０がプリンタ１００に装着されると、図２に示されるように、下段トレ
イ１４０の上側に第２給紙ローラ４５が配置される。プリンタ１００の図示しないフレー
ムに支持された軸４８にアーム４６が回動可能に設けられている。第２給紙ローラ４５は
、このアーム４６の先端に回転可能に支持されている。アーム４６は、自重によって或い
はバネ等による弾性力を受けて下段トレイ１４０側へ回動付勢されている。軸４８及びア
ーム４６に設けられた動力伝達機構（不図示）を介して、上記モータの駆動力が第２給紙
ローラ４５へ伝達される。第２給紙ローラ４５が下段トレイ１４０に保持されている記録
用紙に当接した状態で上記駆動力が第２給紙ローラ４５に伝達されると、下段トレイ１４
０に保持されている最上位置の記録用紙が第２給紙ローラ４５によって取り出されて、第
２搬送路４４及び第３搬送路２３へ供給される。なお、下段トレイ１４０が開口を通じて
プリンタ１００に対して挿抜される際には、アーム４６及び第２給紙ローラ４５が上側に
退避される。
【００４３】
　上記モータからの駆動力が第１給紙ローラ２５又は第２給紙ローラ４５へ付与される。
これにより、第３搬送路２３に設けられた搬送部３０へ、上段トレイ２０又は下段トレイ
１４０から記録用紙が選択的に供給される。
【００４４】
　第３搬送路２３にプラテン２７が設けられている。プラテン２７は、第３搬送路２３に
沿って搬送される記録用紙１５を下から支持するものである。プラテン２７の上側に記録
部２４（本発明の記録部の一例）が設けられている。記録部２４は、第３搬送路２３に沿
って搬送される記録用紙１５に画像を記録するものである。記録部２４は、インクジェッ
ト記録方式の記録ヘッド１９と、この記録ヘッド１９を搭載するキャリッジ１８を備える
。キャリッジ１８は、排出方向１７に直交する水平方向（図２の紙面に垂直な方向）へ往
復移動が可能に構成されている。記録ヘッド１９は、キャリッジ１８の底面に配置されて
おり、記録ヘッド１９のノズルがキャリッジ１８の底面から下方へ露出されている。プリ
ンタ１００の内部に配置されたインクカートリッジ（不図示）から記録ヘッド１９へイン
クが供給される。キャリッジ１８が移動される間に、記録ヘッド１９のノズルからインク
が微小なインク滴としてプラテン２７へ向けて選択的に吐出される。これにより、第３搬
送路２３に沿ってプラテン２７上を搬送される記録用紙１５に画像が記録される。
【００４５】
［搬送部３０］
　第３搬送路２３には、搬送部３０（本発明の搬送部の一例）が設けられている。搬送部
３０は、一対の搬送ローラ対３８及び一対の排出ローラ対３９を備える。搬送ローラ対３
８は、記録部２４よりも記録用紙１５の排出方向１７の上流側に設けられており、搬送ロ
ーラ３３とピンチローラ３４とを有する。ピンチローラ３４は、回転自在に支持されると
ともに、搬送ローラ３３へ向けてバネなどによって付勢されている。排出ローラ対３９は
、記録部２４よりも排出方向１７の下流側に設けられており、排紙ローラ３５と拍車３６
とを有する。拍車３６は、回転自在に支持されるとともに、排紙ローラ３５へ向けてバネ
などによって付勢されている。
【００４６】
　搬送ローラ３３の軸に、複数のギヤからなるギヤ駆動機構（不図示）が連結されている
。モータの回転駆動力は、ギヤ駆動機構を介して搬送ローラ３３の軸へ伝達される。これ
により、搬送ローラ３３が所定の回転速度で回転され、搬送ローラ３３及びピンチローラ
３４に挟持された記録用紙１５がプラテン２７上へ送られる。搬送ローラ３３と排紙ロー
ラ３５とはギヤなどの伝達機構により連結されており、該伝達機構を介して搬送ローラ３
３から駆動力が排紙ローラ３５に伝達される。これにより、搬送ローラ３３と排紙ローラ
３５とが同期駆動される。このため、排紙ローラ３５及び拍車３６に挟持された記録用紙



(9) JP 2009-83992 A 2009.4.23

10

20

30

40

50

１５は、排紙トレイ２１上に排出方向１７へ第３搬送路２３から排出される。このように
、上段トレイ２０又は下段トレイ１４０から供給された記録用紙１５は、搬送ローラ対３
８及び排出ローラ対３９によって第３搬送路２３に沿ってプラテン２７上を搬送される過
程で画像が記録され、排紙トレイ２１に担持される。
【００４７】
［上段トレイ２０の構成］
　以下、図３から図５を参照して、上段トレイ２０の構成について説明する。
【００４８】
　上段トレイ２０は、挿入方向１０６及び引出方向１０８へ長い矩形の皿状に概ね形成さ
れている。上段トレイ２０は、トレイ本体７１及び拡張トレイ７２を有する。拡張トレイ
７２は、トレイ本体７１に対して挿入方向１０６及び引出方向１０８へスライド可能に構
成されている。トレイ本体７１に対して拡張トレイ７２が必要に応じて挿入方向１０６又
は引出方向１０８へスライドされる。これにより、図３及び図４に示されるように、上段
トレイ２０のシート積載面が拡張又は縮小され、上段トレイ２０にサイズが相異なる複数
種の記録用紙を保持可能である。複数種の記録用紙としては、例えばＡ３サイズ（４２０
mm×２９７mm：本発明の第２サイズの一例）、Ａ４サイズ（２９７mm×２１０mm：本発明
の第１サイズの一例）、Ｂ５サイズ（２５７mm×１８２mm）、はがきサイズ（１４８mm×
１００mm）、リーガルサイズ（８．５inch×１４inch）、レターサイズ（８．５inch×１
１inch）などの各種サイズの記録用紙が挙げられる。上段トレイ２０には、これら複数種
のうちのいずれかの記録用紙が保持される。
【００４９】
　トレイ本体７１は、記録用紙が載置される底板７５（図５参照）を有する。底板７５に
おける先端２９側の端部には、傾斜板２２（図３及び図４参照）が設けられている。傾斜
板２２は、トレイ本体７１の幅方向１６（排出方向１７と交差する方向に相当）に長い板
状部材である。傾斜板２２は、上述のようにプリンタ１００の装置背面側（挿入方向１０
６側）へ傾倒している。このため、上段トレイ２０に収容されている記録用紙の先端が傾
斜板２２に当接すると、その先端が傾斜板２２の内側面７３に沿って斜め上方、すなわち
第１搬送路４３へ案内される。
【００５０】
　トレイ本体７１には、一対のサイドガイド７７が設けられている。サイドガイド７７の
うちいずれか一方がトレイ本体７１の幅方向１６へスライドされる。これに連動して、サ
イドガイド７７のうちの他方が相反する方向へスライドされる。このため、上段トレイ２
０に載置された記録用紙の幅が２つのサイドガイド７７の離間距離よりも狭い場合は、一
方のサイドガイド７７を記録用紙へ向けてスライドさせることにより、他方のサイドガイ
ド７７が同時に移動される。これにより、記録用紙の幅方向の中央位置が上段トレイ２０
の幅方向の中央に略一致する。
【００５１】
　上段トレイ２０の幅方向１６における底板７５の両端に側壁８１が設けられている。側
壁８１は、挿入方向１０６及び排出方向１０８へ延出されている。側壁８１には、リンク
１３０の軸を回転可能に支持する支持孔５７が形成されている。リンク１３０は、その軸
が支持孔５７に支持されることによって、上段トレイ２０に対して回動可能に連結されて
いる。
【００５２】
　側壁８１の内側には、側端ガイド１１１が挿入方向１０６へ並べられている。側端ガイ
ド１１１は、断面が逆Ｕ字形状のガイド溝１１０（図５参照）を有する。ガイド溝１１０
は、拡張トレイ７２のスライド方向を挿入方向１０６及び引出方向１０８へ規制するもの
である。側端ガイド１１１のガイド溝１１０に拡張トレイ７２のレール１１９（図３参照
）が挿入される。
【００５３】
　図には示されていないが、拡張トレイ７２における幅方向１６の中央に、リヤガイドが
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設けられている。リヤガイドは、挿入方向１０６及び引出方向１０８へスライド可能に構
成されている。上段トレイ２０に記録用紙が収容された状態でリヤガイドが挿入方向１０
６へスライドされる。これにより、リヤガイドが記録用紙の後端に当接する。その結果、
記録用紙の後端が揃えられるとともに、後端が記録用紙のサイズに応じた所定位置に規制
される。記録用紙は、その先端が記録用紙のサイズにかかわらず、上段トレイ２０内の傾
斜板２２に近接する位置に位置決めされる。
【００５４】
　拡張トレイ７２の幅方向１６の両端それぞれには、幅方向１６の壁面を構成するととも
に、トレイ本体７１のガイド溝１１０に挿入されるレール１１９（図４及び図５参照）が
挿入方向１０６へ延びるように設けられている。レール１１９は、ガイド溝１１０に挿入
され得る位置及び形状に形成されている。
【００５５】
　図５に示されるように、拡張トレイ７２の後端３２における幅方向１６の両側に、凸部
７４が設けられている。凸部７４は、拡張トレイ７２から上方へ突出されている。この凸
部７４は、排紙トレイ２１の拡張トレイ９６の収容部９４（図５参照）に収容可能なもの
であり、収容部９４に対応する位置及び形状に形成されている。
【００５６】
［排紙トレイ２１の構成］
　以下、図３から図５を参照して、排紙トレイ２１の構成について説明する。
【００５７】
　排紙トレイ２１は、トレイ本体９５及び拡張トレイ９６を有する。排紙トレイ２１は、
トレイ本体９５に対して拡張トレイ９６が挿入方向１０６及び引出方向１０８へスライド
可能に構成されている。ここで、引出方向１０８は排出方向１７と同じ方向である。すな
わち、排紙トレイ２１は、排出方向１７に対して伸縮可能に構成されている。
【００５８】
　トレイ本体９５は、平面視で幅方向１６へ長い矩形に概ね形成されている。トレイ本体
９５の先端９７の両側には、幅方向１６の外側へ突出する軸９１が設けられている。軸９
１は、リンク１３０に設けられている支持孔に回転可能に支持されている。このため、排
紙トレイ２１は、上段トレイ２０に回動可能に連結されている。
【００５９】
　拡張トレイ９６は、平面視で幅方向１６へ長い矩形に概ね形成されている。拡張トレイ
９６の幅は、トレイ本体７１の側壁８１の離間距離よりも若干狭く設定されている。この
ため、上段トレイ２０に対して排紙トレイ２１が倒伏された際に、拡張トレイ９６の側壁
９８の裏面が上段トレイ２０の側端ガイド１１１の上面に当接して下から支持される。こ
の拡張トレイ９６の上面９３には、凸部９０（本発明のガイドの一例）が設けられている
。この凸部９０については、後に詳述する。
【００６０】
　拡張トレイ９６の後端１３２における幅方向１６の両側には、収容部９４が設けられて
いる。収容部９４は、図３に示されるように、拡張トレイ９６の裏面から拡張トレイ９６
の上面９３側へ凹むように設けられており、拡張トレイ７２の凸部７４（図５参照）と対
応する位置及び形状に形成されている。上段トレイ２０に対して排紙トレイ２１が倒伏さ
れることにより、凸部７４が収容部９４に収容される。この状態で、拡張トレイ９６は、
上段トレイ２０の拡張トレイ７２に下から支持されるとともに、拡張トレイ７２に対する
拡張トレイ９６のスライドが規制される。このため、トレイ本体７１に対して拡張トレイ
７２が挿入方向１０６又は引出方向１０８へスライドされることにより、拡張トレイ９６
が拡張トレイ７２と同じ方向へ併せてスライドされる。その結果、排紙トレイ２１は、上
段トレイ２０と一体的に伸縮され、上段トレイ２０の開口が排紙トレイ２１に覆われた状
態が維持される。
【００６１】
　拡張トレイ９６の後端１３２の裏面側には、収容部１３３が設けられている。この収容
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部１３３は、延長トレイ６０が収容される空間であり、延長トレイ６０を収容可能な大き
さに形成されている。図には示されていないが、収容部１３３の側壁には、幅方向１６に
おける拡張トレイ９６の中央へ向けて突出するとともに挿入方向１０６及び引出方向１０
８へ延びるレールが設けられている。このレールは、後述の延長トレイ６０のガイド溝６
５（図６参照）に挿入されるものであり、ガイド溝６５に挿入され得る位置及び形状に形
成されている。なお、収容部１３３は、幅方向１６における排紙トレイ２１の中央に設け
られている。このため、後述の延長トレイ６０が引出方向１０８へ引き出された際に、幅
方向１６における排紙トレイ２１の中央と延長トレイ６０の中央とが一致する。
【００６２】
［下段トレイ１４０の構成］
　以下、図１及び図２を参照して、下段トレイ１４０の構成について簡単に説明する。
【００６３】
　下段トレイ１４０（図１参照）は、挿入方向１０６及び引出方向１０８へ長い矩形の皿
状に概ね形成されている。下段トレイ１４０は、トレイ本体１４５及び拡張トレイ１４６
を有する。拡張トレイ１４６は、トレイ本体１４５に対して挿入方向１０６及び引出方向
１０８へスライド可能に構成されている。トレイ本体１４５に対する拡張トレイ１４６の
スライド機構は、トレイ本体７１に対する拡張トレイ７２のスライド機構と同様ものであ
る。トレイ本体１４５に対して拡張トレイ１４６が必要に応じて挿入方向１０６又は引出
方向１０８へスライドされる。これにより、下段トレイ１４０のシート積載面が拡張又は
縮小され、下段トレイ１４０にサイズが相異なる複数種の記録用紙を保持可能である。複
数種の記録用紙としては、例えばＡ３サイズ（４２０mm×２９７mm）、Ａ４サイズ（２９
７mm×２１０mm）、Ｂ５サイズ（２５７mm×１８２mm）、はがきサイズ（１４８mm×１０
０mm）、リーガルサイズ（８．５inch×１４inch）、レターサイズ（８．５inch×１１in
ch）などの各種サイズの記録用紙が挙げられる。下段トレイ１４０には、これら複数種の
うちのいずれかの記録用紙が保持される。
【００６４】
　図１には、上段トレイ２０にＡ４サイズの記録用紙が保持され、下段トレイ１４０にＡ
３サイズの記録用紙が保持された状態が示されている。このように、下段トレイ１４０は
、上段トレイ２０と異なるサイズの記録用紙を保持可能である。なお、図１に示された状
態とは逆に、上段トレイ２０にＡ３サイズの記録用紙を収容し、下段トレイ１４０にＡ４
サイズの記録用紙を収容することも可能である。
【００６５】
　トレイ本体１４５は、挿入方向１０６側の端部に傾斜板４２が設けられている。傾斜板
４２は、トレイ本体１４５の幅方向（図２における紙面に垂直な方向）に長い板状部材で
ある。傾斜板４２は、上述のようにプリンタ１００の装置背面側（挿入方向１０６側）へ
傾倒している。このため、下段トレイ１４０に保持されている記録用紙の先端が傾斜板４
２に当接すると、その先端が傾斜板４２の内側面８３に沿って斜め上方、すなわち第２搬
送路４４へ案内される。
【００６６】
　なお、下段トレイ１４０にも、上段トレイ２０と同様にサイドガイド及びリヤガイドが
設けられているが、これらは上段トレイ２０に設けられているサイドガイド７７及びリヤ
ガイドと同様のものであるので、その説明を省略する。
【００６７】
［延長トレイ６０の構成］
　以下、図６を参照して延長トレイ６０の構成について説明する。
【００６８】
　延長トレイ６０は、トレイ本体６１及びストッパ６２（本発明のストッパの一例）から
構成されている。トレイ本体６１は、幅方向（矢印１６の方向）が奥行き方向（矢印１０
６の方向）よりも長い薄型の略直方体形状に形成されている。トレイ本体６１は、収容部
１３３内の空間と略同形状であって、その空間より若干小さく形成されている。幅方向１
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６におけるトレイ本体６１の両側面には、ガイド溝６５が設けられている。ガイド溝６５
は、トレイ本体６１の両側面が幅方向１６の中央側へ向けて凹むように形成されたもので
あり、挿入方向１０６及び引出方向１０８へ延出されている。ガイド溝６５には、拡張ト
レイ９６の収容部１３３に設けられているレールが挿入される。ガイド溝６５は、このレ
ールを収容可能な位置及び形状に形成されている。このレールがガイド溝６５に挿入され
ることにより、トレイ本体６１が挿入方向１０６及び引出方向１０８へ拡張トレイ９６に
スライド可能に支持される。図６には、トレイ本体６１が引出方向１０８へスライドされ
た状態が示されている。拡張トレイ９６に対してトレイ本体６１が引出方向１０８へ引き
出されることにより、排紙トレイ２１のシート積載面が引出方向１０８へ拡張される。ト
レイ本体６１は、挿入方向１０６へスライドされることにより、収容部１３３に収容され
る（図４参照）。
【００６９】
　トレイ本体６１の上面５５の幅方向１６の両側には、収容部６８が設けられている。収
容部６８は、トレイ本体６１の上面５５側が裏面側へ凹むように形成されている。後述す
るが、ストッパ６２は、幅方向１６を軸方向としてトレイ本体６１に回動可能に支持され
ている。この収容部６８には、ストッパ６２がトレイ本体６１の上面５５側へ倒伏される
ことにより、後述の突片６７（本発明の当接部の一例）が収容される。収容部６８は、突
片６７を収容可能な位置及び形状に形成されている。
【００７０】
　トレイ本体６１の上面５５は、ストッパ６２が上面５５側へ倒伏された際にストッパ６
２が当接する面である。この上面５５は、ストッパ６２が倒伏された際に、ストッパ６２
が上面５３よりも下方に位置するように、上面５３に対して低く設けられている。このた
め、トレイ本体６１は、ストッパ６２が上面５５側へ倒伏された状態で挿入方向１０６へ
押し込まれることにより、ストッパ６２が拡張トレイ９６に干渉することなく収容部１３
３内に収容される。
【００７１】
　図には示されていないが、トレイ本体６１における後端６９側には、軸受けが設けられ
ている。この軸受けは、ストッパ６２に設けられている軸（不図示）を回転可能に支持す
るものである。
【００７２】
［ストッパ６２］
　ストッパ６２は、排紙トレイ２１に担持された記録用紙の先端を制止させるものである
（図９参照）。ストッパ６２は、排出トレイ２１から引出方向１０８へ引き出されるトレ
イ本体６１に設けられている。すなわち、ストッパ６２は、排紙トレイ２１における排出
方向１７（引出方向１０８と同方向）の下流側端部に設けられている（図３参照）。
【００７３】
　ストッパ６２は、ガイド板６３及び突片６７から構成されている。ガイド板６３は、排
出方向１７へ排出される記録用紙の先端を斜め上方へ、すなわち突片６７へ案内するもの
である。ガイド板６３は、幅方向１６を長手方向とする薄肉の板状部材である。図には示
されていないが、幅１６方向におけるガイド板６３の両側縁には、幅方向１６の外側へ向
けて突出する軸が設けられている。この軸がトレイ本体６１の軸受けに挿入されることに
より、ストッパ６２が幅方向１６を軸方向としてトレイ本体６１に回動可能に支持される
。これにより、ストッパ６２は、引出方向１０８側へ傾けられた傾倒姿勢（図６参照）と
、トレイ本体６１の上面５５側へ倒伏された倒伏姿勢との間で姿勢変化される。
【００７４】
　ストッパ６２が上面５５側へ倒伏されると、ガイド板６３が上面５５に当接して上面５
５に下から支持される。この状態で、ガイド板６３が上面５３よりも下側に配置されると
ともに、突片６７が収容部６８に収容される。これにより、トレイ本体６１が挿入方向１
０６へスライド可能となる。拡張トレイ９６に対してトレイ本体６１が挿入方向１０６又
は引出方向１０８へスライドされることにより、ストッパ６２がトレイ本体６１と同方向
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へ移動される。また、上述のように、排紙トレイ２１は、拡張トレイ９６がトレイ本体９
５に対して挿入方向１０６及び引出方向１０８へスライド可能に構成されている。このた
め、ストッパ６２が傾倒姿勢に維持された状態で拡張トレイ９６がスライドされることに
より、ストッパ６２は、拡張トレイ９６と同方向へ併せて移動される。このように、スト
ッパ６２は、排出方向１７に対して移動可能に構成されている。
【００７５】
　ストッパ６２が引出方向１０８側へ回動されると、ガイド板６３がトレイ本体６１の後
端６９の上側に当接する。これにより、ストッパ６２の回動が制止され、ストッパ６２が
傾倒姿勢に維持される。このようにストッパ６２が傾倒姿勢に維持されることにより、ガ
イド板６３及び突片６７が拡張トレイ９６の上面９３に対して上方へ突出されている。ス
トッパ６２が倒伏姿勢から傾倒姿勢（図６参照）へ姿勢変化されると、ガイド板６３のガ
イド面５８（本発明のガイド面の一例）が上側に開放される。ガイド面５８は、拡張トレ
イ９３の上面９３に対して排出方向１７の上流側へ傾倒されている。排紙トレイ２１に沿
って排出方向１７へ排出された記録用紙は、ガイド面５８に沿って斜め上方へ送られる。
これにより、記録用紙の先端が突片６７へと案内される。なお、ガイド面５８は、本実施
形態においては平面に構成されている。
【００７６】
　ガイド板６３の先端７０には、突片６７が設けられている。突片６７は、幅方向１６に
おける先端７０の両端に設けられている。突片６７は、ガイド面５８によって案内された
記録用紙の先端を制止させるものである。先端７０における２つの突片６７の間には、切
り欠き６６が設けられている。この切り欠き６６は、ガイド板６３の先端７０から突片６
７が突出されることにより形成されている。先端７０にこの切り欠き６６が設けられてい
ることにより、２つの突片６７の間に空間６４（本発明の非当接部の一例）が設けられて
いる。
【００７７】
　突片６７は、ガイド板６３の先端７０の両端に設けられている。突片６７は、ガイド板
６３と鈍角をなすように上方へ突出されている。このため、本実施形態では、突片６７は
、ほぼ鉛直方向上向きに突出するように先端７０に設けられている。後述するが、Ａ３サ
イズの記録用紙１３７は、排紙トレイ２１に沿って搬送される過程でその先端が下方へ膨
らんだ湾曲形状に撓まされる（図８（Ｃ）参照）。突片６７は、記録用紙１３７の先端の
うち湾曲形状の中央部１２３に対して両側となる位置（中央部１２３と両端部１２４との
間）と当接する位置に設けられている。なお、ガイド板６３の先端７０において、中央部
１２３に対応する位置には空間６４が設けられている。すなわち、ガイド板６３の先端７
０には、記録用紙１３７の先端の上記両側となる位置が当接する突片６７と、先端の中央
部１２３が当接しない空間６４とが配置されている。
【００７８】
［凸部９０］
　以下、図３、図７、及び図８を参照して凸部９０の構成について説明する。
【００７９】
　凸部９０は、図３に示されるように、拡張トレイ９６の上面９３における幅方向１６の
両端付近に配置されている。上述のように、ストッパ６２は、排紙トレイ２１の後端１３
２よりも排出方向１７の下流側（引出方向１０８側）に設けられている。換言すれば、凸
部９０は、ストッパ６２より排出方向１７の上流側（挿入方向１０６側）に設けられてい
る。
【００８０】
　凸部９０は、幅方向１６における拡張トレイ９６の中央部分の上面９３に対して上方へ
突出するように設けられている。このため、拡張トレイ９６は、凸部９０と、中央部分の
上面９３との間に段差を有する。また、幅方向１６における凸部の内側には、凸部９２が
設けられている。凸部９２は、凸部９０に対して充分に低く形成されており、凸部９０と
同様に排出方向１７に対して延出されている。
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【００８１】
　図７に示されるように、凸部９０及び凸部９２は、以下のように配置されている。凸部
９０の外側の側壁８５間の距離Ａは、Ａ３サイズの記録用紙１３７の幅（２９７ｍｍ）よ
りも若干狭く設定されている（図７及び図８（Ｃ）参照）。凸部９０の内側の側壁８６間
の距離Ｂは、Ａ４サイズの記録用紙１３５の幅（２１０ｍｍ）よりも若干広く設定されて
いる（図７及び図８（Ｂ）参照）。凸部９２の内側の側壁８７間の距離Ｃは、Ａ５サイズ
の記録用紙１２８の幅（１４８ｍｍ）よりも若干広く設定されている（図７及び図８（Ｂ
）参照）。すなわち、凸部９０は、幅方向１６において、Ａ４サイズの記録用紙１３５の
両側縁よりも外側であって、Ａ３サイズの記録用紙１３７の両側縁よりも内側に対応する
位置に設けられている。
【００８２】
　また、凸部９２は、幅方向１６において、Ａ５サイズの記録用紙１２８の両側縁よりも
外側であって、Ａ４サイズの記録用紙１３５の両側縁よりも内側に対応する位置に設けら
れている。
【００８３】
　排出方向１７における凸部９０の上流側には、傾斜面９９が設けられている。傾斜面９
９は、拡張トレイ９６の上面９３と凸部９０の上面とを繋ぐ面であり、上面９３に対して
斜め上方へ傾斜されている。
【００８４】
　図８（Ｃ）に示されるように、排紙トレイ２１にＡ３サイズの記録用紙１３７が排出さ
れると、記録用紙１３７の先端は、幅方向１６における中央部１２３が拡張トレイ９６の
上面９３に沿って送られる。これとともに、記録用紙１３７の先端の両端部１２４は、上
面９３から傾斜面９９（図３参照）を介して凸部９０の上方へと案内される。これにより
、記録用紙１３７の先端の両端部１２４が凸部９０に乗り上げる。その結果、記録用紙１
３７の先端は、中央部１２３に対して両端部１２４が高くなるように撓まされる。すなわ
ち、記録用紙１３７の先端は、幅方向１６における断面が下方へ膨らんだ湾曲形状となる
ように撓まされる。このように、凸部９０は、本実施形態においては、記録用紙１３７の
先端のうち湾曲形状の中央部１２３に対して両端部１２４となる位置に対応する拡張トレ
イ９６の上面９３から上方へ突出されている。
【００８５】
　図８（Ｂ）に示されるように、排紙トレイ２１にＡ４サイズの記録用紙１３５が排出さ
れると、記録用紙１３５の先端は、幅方向１６における中央部１１３が拡張トレイ９６の
上面９３に沿って排出され、両端部１１４が凸部９２に沿って排出される。これにより、
記録用紙１３５の先端は、中央部１１３に対して両端部１１４が若干持ち上げられるもの
の、幅方向１６における断面がほぼ真っ直ぐな状態でストッパ６２へ送られる。
【００８６】
［記録用紙の排出］
　以下、記録用紙の排出動作について説明する。
【００８７】
　上段トレイ２０にＡ４サイズの記録用紙１３５が保持されている給紙カセット１０を使
用する場合、給紙カセット１０が縮短されている（図１及び図３参照）。プリンタ１００
に給紙カセット１０が装着された状態で第１給紙ローラ２５（図２参照）が回転駆動され
ることにより、Ａ４サイズの記録用紙１３５が上段トレイ２０から第１搬送路４３及び第
３搬送路２３へ供給される。このＡ４サイズの記録用紙１３５は、搬送部３０によって第
３搬送路２３に沿って搬送される過程で記録部２４によって画像が記録され、第３搬送路
２３から排紙トレイ２１上に排出方向１７へ排出される。記録用紙１３５の先端は、スト
ッパ６２へと送られる。
【００８８】
　図３に示されるように給紙カセット１０が縮短された状態では、排出方向１７における
トレイ本体９５の先端９７からストッパ６２の突片６７まで距離は、Ａ４サイズの記録用
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紙１３５の長さとほぼ等しい。このため、Ａ４サイズの記録用紙１３５は、排出後に先端
がストッパ６２の突片６７に当接される（図９参照）。Ａ４サイズの記録用紙１３５の先
端が突片６７に当接した後は、その記録用紙１３５は、図９に示されるように、その先端
が突片６７に当接したまま排紙トレイ２１に担持される。この記録用紙１３５は、その先
端が突片６７により制止されているので、排紙トレイ２１からの落下が防止されている。
【００８９】
　ところで、図１に示されるように、給紙カセット１０がＡ４サイズの記録用紙に対応し
て縮短された状態で、Ａ３サイズの記録用紙を保持する下段トレイ１４０が使用される場
合がある。プリンタ１００に下段トレイ１４０及び給紙カセット１０が装着された状態で
第２給紙ローラ４５（図２参照）が回転駆動されることにより、Ａ３サイズの記録用紙１
３７が下段トレイ１４０から第２搬送路４４及び第３搬送路２３へ供給される。このＡ３
サイズの記録用紙１３７は、搬送部３０によって第３搬送路２３に沿って搬送される過程
で記録部２４によって画像が記録され、第３搬送路２３から排紙トレイ２１上に排出方向
１７へ排出される。排紙トレイ２１の上面９３には、（図３参照）には、凸部９０が設け
られている。このため、排紙トレイ２１に排出されたＡ３サイズの記録用紙１３７は、凸
部９０と拡張トレイ９６の上面９３とによって、下方へ膨らんだ湾曲形状に撓まされる（
図８（Ｃ）参照）。これにより、Ａ４サイズの記録用紙１３７は、排出方向１７に対して
撓みにくくなる。
【００９０】
　Ａ３サイズの記録用紙１３７は、Ａ４サイズの記録用紙１３５に比べて排出方向１７の
長さが長い。このため、Ａ３サイズの記録用紙１３７は、搬送部３０による排出中に先端
がストッパ６２に当接される。すなわち、ストッパ６２は、排紙トレイ２１に排出された
Ａ３サイズの記録用紙１３７の先端より排出方向１７の上流側となるように配置されてい
る。このため、Ａ３サイズの記録用紙１３７は、その先端がストッパ６２に当接したまま
搬送部３０によって排出方向１７へさらに送られる。
【００９１】
　Ａ３サイズの記録用紙１３７の先端は、ストッパ６２のガイド面５８（図６参照）に沿
って排出方向１７へ斜め上方に案内される。記録用紙１３７の先端がガイド板６３の先端
７０へ到達すると、記録用紙１３７の先端の中央部１２３が空間６４に位置し、中央部１
２３の両側が突片６７に当接する。記録用紙１３７が排紙トレイ２１に沿って送られるこ
とにより、記録用紙１３７の先端は、湾曲部分の中央部１２３（図８（Ｃ）参照）のコシ
が両側に比べて強くなっている。ガイド板６３の先端７０は、空間６４が設けられている
ことによって中央部１２３と当接しない。このため、記録用紙１３７の先端の中央部１２
３は、搬送部３０からの搬送力を受けて、切り欠き６６（図６参照）を乗り越えてストッ
パ６２よりも下流側へ移動する。一方、記録用紙１３７の先端における中央部１２３の両
側は、中央部１２３に比べてコシが弱いので、突片６７を容易に乗り越える。このように
、記録用紙１３７の先端は、ストッパ６２を乗り越えてストッパ６２よりも排出方向１７
の下流側へ送られる（図１０参照）。
【００９２】
［本実施形態の作用効果］
　以上説明したように、凸部９０が設けられた排紙トレイ２１に沿って記録用紙１３７が
排出方向１７へ排出されることにより、記録用紙１３７のコシが強くなって排出方向１７
に対して記録用紙１３７が撓みにくくなるので、記録用紙１３７の先端が突片６７に当接
しても、撓むことなく突片６７を乗り越える。その結果、記録用紙１３７のジャムの発生
が防止される。
【００９３】
　本実施形態においては、Ａ４サイズの記録用紙１３５が排紙トレイ２１に排出されると
、記録用紙１３５は、排紙トレイ２１に担持されるとともに先端がストッパ６２に制止さ
れる。凸部９０はこの記録用紙１３５の両側縁の外側に設けられているので、記録用紙１
３５は撓まされない。Ａ３サイズの記録用紙１３７が排紙トレイ２１に排出されると、記
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録用紙１３７は、その先端がストッパ６２に当接したまま搬送部３０からの搬送力を受け
て排紙トレイ２１上を排出される。この記録用紙１３７は、凸部９０によって下方に膨ら
んだ湾曲形状に撓まされて、その先端がストッパ６２を乗り越える。したがって、ジャム
を引き起こすおそれがあるサイズの記録用紙（本実施形態におていは記録用紙１３７）の
みが、その先端が下方へ膨らんだ湾曲形状に撓まされてジャムの発生が防止される。
【００９４】
　また、本実施形態においては、凸部９０が排出方向１７へ延出されている。このため、
排出方向１７への記録用紙１３７のコシが強くなり、記録用紙１３７の先端がストッパ６
２を乗り越えやすくなっている。これにより、記録用紙１３７のジャムの発生が効果的に
防止されている。
【００９５】
　なお、上段トレイ２０がＡ３サイズの記録用紙を保持した状態で、排紙トレイ２１がＡ
４サイズの記録用紙を担持する長さに縮短されている場合にも、排出中のＡ３サイズの記
録用紙１３７の先端がストッパ６２に当接するといった問題が生じる。本実施形態におけ
る凸部９０によれば、このような場合にも記録用紙１３７のジャムの発生を防止すること
ができる。
【００９６】
［本実施形態の変形例］
　図１１に示されるように、凸部９０及び凸部９２に代えて、拡張トレイ９６の上面９３
に湾曲面１２６（本発明のガイドの一例）が形成されていてもよい。湾曲面１２６は、幅
方向１６において、記録用紙１３７の湾曲形状の中央部１２３に対応する部分が最も低く
、両端へ向けて徐々に上昇するように滑らかに形成された傾斜面である。記録用紙１３７
は、この湾曲面１２６に接した状態で搬送部３０によって排出されることにより、その先
端が下方へ膨らんだ湾曲形状に撓まされる。すなわち、本発明におけるガイドは、記録用
紙１３７の先端を下方へ膨らんだ湾曲形状に撓ませることができれば、その位置及び形状
は特に限定されるものではない。
【００９７】
　図１２に示されるように、ガイド板６３の先端における突片６７の間に、凹部７９が設
けられていてもよい。凸部７９は、ガイド板６３のガイド面５８に対して排出方向１７の
上流側へ向けられており、突片６７は、この凸部７９に対してさらに排出方向１７の上流
側へ向けられている。これにより、２つの突片６７の間に、記録用紙１３７の先端におけ
る中央部１２３（図８（Ｃ）参照）が当接しない空間６４（図１２参照）が構成されてい
る。記録用紙１３７の先端は、ガイド板６３の先端部分において、突片６７に当接してか
ら凹部７９に当接する。具体的には、記録用紙１３７がガイド面５８に沿って斜め上方へ
送られると、記録用紙１３７の先端における中央部１２３の両側が突片６７に当接する。
記録用紙１３７が排出方向１７へさらに送られると、その先端の中央部１２３の両側が突
片６７を乗り越えながら中央部１２３が凹部７９に当接する。このため、記録用紙１３７
の先端が突片６７に制止されないので、記録用紙１３７の先端は、ストッパ６２よりも排
出方向１７の下流側へ送られる。
【００９８】
　図１３に示されるように、ガイド板６３の先端における突片６７の間に、湾曲部８２が
設けられていてもよい。湾曲部８２は、二つの突片６７によって形成される仮想面に対し
て排出方向１７の下流側へ膨らむように湾曲されている。このように、ガイド板６３の先
端に湾曲部８２を設けることにより、空間６４が構成されてもよい。
【００９９】
　図１４に示されるように、ガイド面５８は、湾曲面であってもよい。このガイド面５８
（図１４参照）は、記録用紙１３７がガイド面５８に沿って案内されるにつれて、記録用
紙１３７の先端が徐々に突片６７へ向けられるように湾曲されている。記録用紙１３７の
先端がこのガイド面５８に沿って案内されることにより、記録用紙１３７の先端が円を描
くように上方へ案内される。これにより、記録用紙１３７の先端における中央部１２３の
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両側が突片６７に沿うように案内されるので、記録用紙１３７の先端がストッパ６２を乗
り越えやすくなる。
【０１００】
　また、本実施形態においては、本発明の第１サイズがＡ４サイズであり、第２サイズが
Ａ３サイズである形態について説明した。本発明の第１サイズ及び第２サイズは、プリン
タ１００において使用可能な記録用紙のサイズに応じて適宜変更され得る。すなわち、例
えばプリンタ１００において使用可能な記録用紙の最大サイズがＡ４サイズである場合、
第１サイズをＡ５サイズに設定し、第２サイズをＡ４サイズに設定してもよい。
【０１０１】
　また、本実施形態においては、凸部９０が排出方向１７へ延出されている形態について
説明したが、記録用紙の両端部を上面９３に対して上方へ押し上げることができれば、凸
部９０は必ずしも排出方向１７へ延出されている必要はない。
【０１０２】
　また、本実施形態においては、ガイド板６３が平板形状のものである形態について説明
したが、ガイド板６３は、その先端側における幅方向１６の中央が両側に対して記録用紙
１３７の先端から離間するように形成されていてもよい。
【０１０３】
　また、本実施形態においては、本発明のシート搬送装置がプリンタ１００に搭載された
形態について説明したが、本発明のシート搬送装置は、スキャナにおいて読み取られる原
稿を搬送する自動原稿搬送装置（ＡＤＦ：Automatic Document Feeder）に採用されても
よい。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】図１は、プリンタ１００の外観形状を示す斜視図であり、上段トレイ２０にＡ４
サイズの記録用紙が保持され、下段トレイ１４０にＡ３サイズの記録用紙が保持されてい
る状態を示す。
【図２】図２は、プリンタ１００の内部構造を示す模式図である。
【図３】図３は、給紙カセット１０の外観形状を示す斜視図であり、排紙トレイ２１から
延長トレイ６０が引き出された状態を示す。
【図４】図４は、給紙カセット１０の外観形状を示す斜視図であり、給紙カセット１０が
伸張された状態を示す。
【図５】図５は、給紙カセット１０の外観形状を示す斜視図であり、排紙トレイ２１が上
段トレイ２０の先端２９側へ回動された状態を示す。
【図６】図６は、図３におけるVI部の拡大図である。
【図７】図７は、排出方向１７の上流側から見た排紙トレイ２１の正面図である。
【図８】図８は、排出方向１７の上流側から見た排紙トレイ２１の正面図であり、（Ａ）
はＡ５サイズの記録用紙１２８が担持された状態を示し、（Ｂ）はＡ４サイズの記録用紙
１３５が担持された状態を示し、（Ｃ）はＡ３サイズの記録用紙１３７が担持された状態
を示す。
【図９】図９は、給紙カセット１０の外観形状を示す斜視図であり、排紙トレイ２１にＡ
４サイズの記録用紙１３５が排出された状態を示す。
【図１０】図１０は、給紙カセット１０の外観形状を示す斜視図であり、排紙トレイ２１
にＡ３サイズの記録用紙１３７が排出された状態を示す。
【図１１】図１１は、拡張トレイ９６の上面９３に湾曲面１２６が設けられている排紙ト
レイ２１の正面図である。
【図１２】図１２は、延長トレイ６０の拡大斜視図であり、突片６７の間に凹部７９が設
けられているガイド板６３を示す。
【図１３】図１３は、延長トレイ６０の拡大斜視図であり、突片６７の間に湾曲部８２が
設けられているガイド板６３を示す。
【図１４】図１４は、延長トレイ６０の拡大斜視図であり、ガイド面５８が湾曲されてい
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るガイド板６３を示す。
【図１５】図１５は、従来の給紙カセット１４９の外観形状を示す斜視図であり、排紙ト
レイ１４４に排出された記録用紙１３７の先端がストッパ１４８に制止された状態を示す
。
【符号の説明】
【０１０５】
　１７・・・排出方向（本発明の所定の排出方向の一例）
　２０・・・上段トレイ（本発明の第２トレイの一例）
　２１・・・排紙トレイ（本発明の第１トレイの一例）
　２３・・・第３搬送路（本発明の所定の搬送路の一例）
　２４・・・記録部
　３０・・・搬送部
　３１・・・供給部
　４３・・・第１搬送路（本発明の所定の搬送路の一例）
　４４・・・第２搬送路（本発明の所定の搬送路の一例）
　５８・・・ガイド面
　６２・・・ストッパ
　６３・・・ガイド板
　６４・・・空間（本発明の非当接部の一例）
　６７・・・突片（本発明の当接部の一例）
　９０・・・凸部（本発明のガイドの一例）
　１００・・・インクジェットプリンタ（本発明の画像記録装置の一例）
　１２３・・・中央部
　１２４・・・両端部
　１２６・・・湾曲面（本発明のガイドの一例）
　１３７・・・記録用紙（本発明のシートの一例）
　１４０・・・下段トレイ（本発明の第３トレイの一例）
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(22) JP 2009-83992 A 2009.4.23

【図１３】 【図１４】

【図１５】
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